
 
議案第７６号  

 

 瑞穂町敬老金条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  令和５年１２月１日  

 

           提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 

 

（提案理由）  

 敬老金の対象年齢及び対象年齢の算出基準日を変更するため、条

例を改正する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

   瑞穂町敬老金条例の一部を改正する条例  

 

 瑞穂町敬老金条例（昭和４５年条例第５号）の一部を次のように

改正する。  

 

 第２条第１項中「、毎年国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）第２条に規定する敬老の日（以下「敬老の日」とい

う。）において」を削り、「敬老金」を「毎年敬老金」に改め、同

項第１号中「７７歳、８８歳、９９歳又は１００歳以上の者」を「４

月１日（以下「基準日」という。）から翌年３月３１日までに８８

歳又は１００歳以上の年齢に達する者」に改め、同項第２号中「第

４条に規定する贈呈の日の属する年の４月１日から当該贈呈の日」

を「基準日から基準日の属する年の８月１日」に改め、同条第３項

中「日の属する年の４月１日」を「時期の属する年の８月１日」に  

 

 

 



 
改める。  

 第３条第１項第１号中「７７歳又は」を削り、同項中第２号を削  

り、第３号を第２号とする。  

 第４条の見出し中「日」を「時期」に改め、同条中「毎年敬老の

日」を「９月」に改める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  昭和２１年９月１９日から昭和２２年４月１日までの間に生ま  

れた者、昭和１０年９月１９日から昭和１１年３月３１日までの

間に生まれた者及び大正１３年９月１９日から大正１４年４月１

日までの間に生まれた者に対する令和６年度の敬老金の贈呈につ

いては、改正後の第２条及び第３条の規定にかかわらず、なお従

前の例による。  
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瑞穂町敬老金条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条 略 第1条 略 

(資格) (資格) 

第2条 町長は              

                   

                   

 、次に掲げる要件を備えている者に対し、

毎年敬老金を贈呈するものとする。 

第2条 町長は、毎年国民の祝日に関する法律

(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬

老の日(以下「敬老の日」という。)におい

て、次に掲げる要件を備えている者に対し、

敬老金  を贈呈するものとする。 

(1)4月1日(以下「基準日」という。)から翌

年3月31日までに88歳又は100歳以上の年

齢に達する者であること。 

(1)77歳、88歳、99歳又は100歳以上の者 

                  

      であること。 

(2)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)

の規定により、基準日から基準日の属す

る年の8月1日           ま

で引き続き町の住民基本台帳に記録さ

れ、かつ、町の区域内に居住しているこ

と。 

(2)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)

の規定により、第4条に規定する贈呈の日

の属する年の4月1日から当該贈呈の日ま

で引き続き町の住民基本台帳に記録さ

れ、かつ、町の区域内に居住しているこ

と。 

2 略 2 略 

3 第1項第2号の規定にかかわらず、第4条に

規定する贈呈の時期の属する年の8月1日前

に町の区域内に住所を有していた者が、町

の区域外に所在する住所地特例対象施設に

入所等をし、当該施設の所在する市町村(特

別区を含む。)で敬老金に相当する金員の支

給を受けていないときは、敬老金を贈呈す

る。 

3 第1項第2号の規定にかかわらず、第4条に

規定する贈呈の日の属する年の4月1日 前

に町の区域内に住所を有していた者が、町

の区域外に所在する住所地特例対象施設に

入所等をし、当該施設の所在する市町村(特

別区を含む。)で敬老金に相当する金員の支

給を受けていないときは、敬老金を贈呈す

る。 

(敬老金の額等) (敬老金の額等) 

第3条 略 第3条 略 

(1)        88歳の者 10,000円 (1)77歳又は88歳の者 10,000円 

 (2)99歳の者 20,000円 

(2) 略 (3) 略 

2 略 2 略 

(贈呈の時期) (贈呈の日 ) 
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第4条 敬老金は、9月     に贈呈する。

ただし、町長が必要と認める場合は、この

限りでない。 

第4条 敬老金は、毎年敬老の日に贈呈する。

ただし、町長が必要と認める場合は、この

限りでない。 

第5条 略 第5条 略 

  

附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。  

(経過措置)  

2 昭和21年9月19日から昭和22年4月1日まで 

の間に生まれた者、昭和10年9月19日から昭

和11年3月31日までの間に生まれた者及び

大正13年9月19日から大正14年4月1日まで

の間に生まれた者に対する令和6年度の敬

老金の贈呈については、改正後の第2条及び

第3条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 
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